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第５回我孫子市部活動地域移行検討委員会 議事録 

 

1.会議名称 第５回我孫子市部活動地域移行検討委員会 

2.開催日時 令和６年７月２日（火）１７時３０分～１９時３０分 

3.開催場所 我孫子市教育委員会大会議室 

4.出席者 【委員】 

藤原委員長、鈴木副委員長、中村委員、近藤委員、 

星野委員（代理：岡島スポーツ推進委員会長）、藤間委員、川

田委員、上坂委員、吉川委員 

【事務局】 

丸教育長 

菊地生涯学習部長 

山田教育総務部長 

（文化・スポーツ課）辻課長、永田課長補佐、清水係長、斉

藤係長、四家主任主事、五十嵐主任主事、松永主任主事 

（指導課）森谷課長、小山指導主事 

5.議題 （１）これまでの検討委員会での決定事項 

（２）保護者向けリーフレットの配布 

（３）コーディネーターの配置 

（４）令和６年度実証事業 

6.公開・非公開 公開 

7.傍聴人 １人 

 

内容： 

〇開会の言葉 

〇教育長挨拶 

〇委員長挨拶 

〇議題 

〇今後の検討委員会日程 

〇閉会の言葉 
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〇議事録： 

（事務局） 

それでは定刻となりましたので、ただいまより第 5回我孫子市部活動地域移行検討

委員会を始めたいと思います。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうござい

ます。本日は委員の過半数が出席のため、会議が成立することとなります。 

なお、布佐健康クラブの川端委員と我孫子市スポーツ推進委員連絡協議会の星野委員

は欠席となります。星野委員の代理としてスポーツ推進委員連絡協議会の岡島会長が

出席となります。 

また、本日は傍聴の方が 1名いらっしゃいます。会議の最後に傍聴の方の発言の機会

を設けますので、傍聴の方で発言したい方がいれば、1人 1回 3分以内で発言をお願

いします。 

最初に資料の確認をさせていただきます。一つ目が次第、それから我孫子市部活動地

域移行検討委員会の委員名簿、第 5回我孫子市部活動地域移行検討委員会資料、休日

の部活動が変わりますと記した A3のカラフルな資料それと用語集、最後に山本祐一さ

んのプロフィール資料です。山本さんのプロフィール資料については、会議終了後回

収させていただきます。ご了承ください。足りない資料があれば申し出願います。 

それでは次に、教育長より挨拶をさせていただきます。丸教育長よろしくお願いい

たします。 

-丸教育長挨拶- 

はい。今日はお忙しい中ありがとうございます。 

先週の金曜日ですね、都市教育長協議会がございましてその中で今、教育委員会内で

困っているいうことで、各教育委員会の教育長の方からお話がありました。 

全てにあったのが部活動地域移行のこと、その次にあったのは不登校対策です。やは

りどこの市も部活動地域移行に関しては、スタートは少し違ってはきたんですけれど

も、やはりスタートが早くても今後子どもたちにとって、部活動の大会を学校として

出たいなどそんな話も出て少し混乱しているところもあります。 

あとは、やはり部活動指導員について地域移行するにしてもなかなか指導者がいない

といったところでストップしたなど、それに対して県の方でどうにか指導員を集めて
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いるとは言っているんですけれども、各地域全てに行き渡って届くかどうか、この辺

はとても難しいところです。我孫子市に関しても、やはりできるところから進めてい

くという話で今進めているわけですけれども、やはりスポーツ協会を初め関係団体の

方々には、今後ともいろいろな面でお世話になることが多いと思います。 

教員の方も兼職兼業ですが、私はできれば兼職兼業はしない形が一番いいかなという

ふうに思っています。 

ただ、人が足りなかったら子どもがそれによってマイナスになってしまうと困ること

もありますので、協力をしてくれる教員に関しては、やってもらうしかないかなとい

うところもあります。 

今後もまたいろいろな意見等をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

（事務局） 

ありがとうございました。それでは次に委員長挨拶となります。藤原委員長お願い

いたします。 

-藤原委員長挨拶- 

はい。藤原でございます。本日も議事進行を務めて参ります。次第に沿って進めて

参りますので、活発にご意見頂戴したく存じます。よろしくお願いいたします。 

（事務局） 

要綱第 6条により委員長が会議の議長となります。議事に入る前に皆様にお願いが

あります。当会議の議事録を作成する必要があるため、発言をする際は、前にあるマ

イクを通して話していただきますようお願いします。発言をする際は、マイクのボタ

ンを押してランプが赤く点灯したらお話ください。よろしくお願いいたします。 

それでは、これから議事に入りますので藤原委員長お願いいたします。 

（藤原委員長） 

はい。それでは皆様改めましてよろしくお願いいたします。 

本日議題がその他を入れて 5つ用意されております。中心は実証事業の説明になると

思いますが、1つずつ説明をしていただきたいと思います。 
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まず 1番、これまでの検討委員会での決定事項について事務局より説明をお願いいた

します。 

（事務局） 

はい。それでは私の方から説明させていただきます。資料については、左上ホチキ

ス留めの第 5回我孫子市部活動地域移行検討委員会資料と書いてあるものをご確認く

ださい。 

まず初めに、これまでの検討委員会での決定事項ということで、令和 5年度につき

ましては第 3回まで検討委員会を開催しました。その中で第 1回、第 2回では、基本

理念、基本方針というものを決定して、第 3回で具体的に令和 6年度行う実証事業の

実施というものをご承認いただいたような形になります。基本理念、基本方針につき

ましては、あくまでも国と県の方針に基づいて決定してきたものであります。国で

は、令和 7年度 8年度で休日の部活動を地域移行するということで方針を示していま

して、我孫子市の方でも令和 8年度に基本的には、全ての休日部活動を地域に移行さ

せることを目標にしています。 

令和 6年度の第 4回目の検討委員会につきましては、第 3回で決まった実証事業の

概要を説明させていただきました。検証事項など少し足りないところもあったかと思

うんですけれども、令和 6年の 9月から開始をするということで、できるところか

ら、一度実証的に始めていくということで今決定をしているところです。先程、冒頭

でも述べた通り、大前提としては、将来的な話で部活動指導員の拡充とかではなく

て、あくまでも地域クラブの指導者による指導で地域移行していくというようなとこ

ろをしっかりと持って今後進めていきたいと考えています。 

これまでの検討委員会での決定事項については以上になります。 

（藤原委員長） 

はい。ありがとうございました。ただいまの説明についてご意見、ご質問等ござい

ますでしょうか？ 

（中村委員） 

最後のところで、指導員の拡充という考え方からクラブの指導員に切り替えていき

たいということを明確におっしゃいましたが、その違いはどこにあるのかをはっきり

させていただきたいんですけども、部活動指導員っていうのは実際に技術指導をして
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いて先生の手助けをしています。何か事故があったり、いじめがあったなどというと

きは、ちゃんと先生が対応しますから大丈夫ですよという形でやっていて、今度クラ

ブの指導員として、一般の方が指導員をしているときは、学校の先生はまさに関与し

ませんということで、怪我やいじめ等があってもクラブの指導員が対応しますという

ことに変わりますとおっしゃったのか、その辺をちょっと確かめたいので質問しま

す。 

（事務局） 

まず部活動指導員の言葉のところなんですけれども、今回別の資料で我孫子市部活

動地域移行用語集というものを準備させていただきました。実際に部活動指導員の記

載が一番後ろのページになります。私達の説明も不足しているところがありまして、

人によって部活動指導員であったりボランティアの指導者との違いというものを明確

に統一できていなかったというところで反省しまして、今回この用語集というものを

作成しました。ここに書いてある通り、部活動指導員というものはあくまでも学校教

育法で制度化されているもので会計年度任用職員として任用している指導者の方にな

ります。ここには技術指導や大会などの引率に関わる人材というところで書いてあり

ますが、現状としては顧問の先生が引率等を中心に行っていて、部活動指導員の方は

あくまでも指導を中心にやっていたような形になります。今後、地域クラブ活動化し

てきたときの地域クラブ指導者というものに関しては、初めの移行期は先生の引率と

かも一緒にあるかなとは思うんですけれども、引率する場合は、怪我等の対応やそれ

に伴う責任に関しても地域指導者の方が対応するという形になります。ただし、平日

の部活動に関しては残りますので、そこが全てクラブの指導者が背負うということで

はなくて、あくまでも連携しながら怪我なども対応していく必要はあるかなと思いま

す。ただ、地域のクラブ指導者になれば責任が大きくなるということは間違いないで

す。 

以上です。 

（中村委員） 

今回の実証事業が 9月から始まるわけですけども、そのときのクラブの指導員とい

うのは、実証事業においてその本来の姿と最終形のいわゆる責任を求められるんでし

ょうか。それとも、まだ 9月から来年の 3月の実証事業期間は、状況に応じて学校の

先生のサポートを得ながらやる場面もあるし、単独でやる場面もあるしその辺の責任
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の所在が 100%どうなるかということではなしに、進めてもいいものなのかどうかが少

しはっきりしないので、少なくとも実証事業においては半々ですなど、今と同じです

とか、全て学校には責任ありませんと言うのかでは違うと思うので、だいぶ大きな議

論なってるんですよ。その辺を確認しておきたいんです。よろしくお願いします。 

（事務局） 

はい。今回に関しては市の方が管理運営を担うような形になりますので、その責任

の所在というのは、実証事業の間は最終的に市の方にもあるのかなというふうには思

います。 

（中村委員） 

最終的にはとおっしゃいましたけど、9月から 3月の期間の責任はどちらにあるん

ですか？責任がどちらかにしかないということはないと思いますが、その辺の考え方

は結構大事だと思うんですよね。最後は責任取りますよね。そこは、今まだ決めかね

ているということであれば、実証事業をやる目的はそういうことを明らかにしていく

ことですとか、そういうふうに捉えてもいいと思うんですけども、ちょっとその辺を

スタートにあたって確認しておきたいんですね。 

（事務局） 

すいません。ちょっと説明が不足していたかなと思うんですけれども、例えば怪我

とかの対応のところで言えば、怪我をして初動対応というのはもちろんクラブの地域

指導者の方がやっていただく必要があるかなと思うんですけれども、その後の対応責

任のところに関しては、市の方が担うというような形になります。 

（中村委員） 

ということは、スポーツ保険はいらないということですね。 

（事務局） 

スポーツ安全保険に関しては、必ず加入します。 

（中村委員） 

学校教育法で言う、事故があった場合の保険料は適用されるかされないかっていう

話を今伺ったわけで、それがクラブの責任ではないとなれば、スポーツ安全保険に入

る必要もないんですよね。そこをはっきりしてほしいんですが 
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（事務局） 

はい。実証事業の期間に関しましても、基本的には学校で今まで適用されていた保

険ではなくて、別途入っていただくという形になります。 

（中村委員） 

学校教育の一環の事業にはならないということですね。 

（事務局） 

はい。おっしゃる通りです。 

（中村委員） 

最初の前提がはっきりしないと先に進めなかったので、ありがとうございました。 

（藤原委員長） 

はい。その他ご意見ご質問ございますか。 

（岡島委員） 

実証する事項に関することで、管理・運営体制の構築というこれらについては、マ

ニュアル化というのを考えられますか？それがあると、皆さんも安心してやれるかな

と思ったんですが、質問させていただきます。 

（藤原委員長） 

今の質問は後ほど説明がございますので、後ほど回答をお願いしたいと思います。

今の（1）のところで他にございますでしょうか？よろしいですかね。 

（2）の保護者向けリーフレットの配布について事務局よりご説明お願いいたします。 

（事務局） 

はい。お手元のカラーで印刷しているものがリーフレットになります。こちらに関

しては皆様に事前にお送りしていますので、概要だけの説明にさせていただければと

思います。今回リーフレットを作成した経緯については、今年度白山中の陸上部と卓

球部で地域移行を進めていくということにあたり、保護者全体に説明する必要がある

ということで作成をさせていただきました。 
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大きくは 7項目に分けて、タイトルをつけている形になります。まず基本的なとこ

ろで、①で部活動の地域移行とはこういうものですということを説明しています。②

のところでは、なぜ地域移行が必要なのかということで、少子化によって部活が成り

立たないことや、生徒の多様なニーズがあります。それから教員の方の負担が大きい

ということで、これから持続可能な文化・スポーツ活動の体制を維持していくために

も、地域移行が必要ですということを説明しています。ページをめくっていただきま

して、③のところで現在の部活動と地域クラブ活動になったときの違いを表で表して

います。指導者のところから、これまでの部活動のメリットデメリットが地域クラブ

活動になるとこのように変わりますということを表しています。その下の表に関して

は、ここから令和 8年度までの部活のあり方と地域クラブ活動のあり方について記し

ている図になっていて、令和 8年度には全学校全部活動が休日地域クラブ活動に移っ

ていくというような形になります。④に関しては国と千葉県が示す地域移行について

です。本日、冒頭にも説明した通り、令和 7年度までを改革推進期間として令和 8年

度には全部活動で休日の部活動を地域移行する形で我孫子市も動いていくことになり

ます。⑤に関しては昨年度の検討委員会の場で設定していただいた、基本理念と基本

方針、それから⑥で昨年度行った取り組みと今年度以降の予定ということで記載をし

ています。最後のページのところで⑦になりますが、部活動地域移行に関する Q&A と

いうことで、これ以外にもたくさん保護者や生徒からの目線で見ると、疑問点がある

かとは思いますが、まず初めに疑問に思うであろうことを中心に記載の方させていた

だきました。 

この全体の中で、部活動指導員などの言葉が出てくるんですけれども、その点につ

いて、そもそも部活動指導員がどういう立場の人かという記載がないので、そういう

ものも含める必要があるのではないかなと考えているところです。このリーフレット

に関しては、今各学校長などの確認を取っているところで、若干の修正はあるかなと

思いますが、大枠としてはこういう形で保護者の方に部活動地域移行が始まりますと

いうことでご案内の方をしていきたいなと思っています。このリーフレットは一応予

定ではあるんですけれども来週以降に保護者に配布をできればなというふうに考えて

いるところです。リーフレットの説明については以上になります。 

 

（藤原委員長） 

はい。ありがとうございました。ただいまの保護者向けリーフレットについての説
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明にご質問ご意見ございますでしょうか？ 

（川田委員） 

リーフレット、見やすいなと思うんですけど、③の部活動と地域クラブの違いを見

てしまうと、部活をやらないで地域クラブに最初から入ればいいんじゃないのって感

じになってしまいました。部活動と地域クラブ活動の違い、これまでの部活動と地域

クラブ活動のメリットとかを見ると、やりたいクラブを選択できる、専門性の高い指

導を受けられる、団体競技を維持することができる、これすごくごもっともすぎて、

親からしたら子どもに中学校に入ってやりたいものがなかった場合、やりたいクラブ

を選択できるってなってしまうと、今までやってた部活は？となってしまう気がする

んですね。これを読んだ、お父さんお母さんが結局何？となってしまう気がしまし

た。 

以上です。 

（藤原委員長） 

はい。事務局で何かございますか。 

（事務局） 

はい。まず地域クラブのところに関して、整理させていただきたいんですけれども

⑦のところと用語集のところにも「地域クラブとは？」と記載をしているんですけれ

ども、今回言っている地域クラブ活動というものに関しては、ここに書いてある通り

ですが、地域の人が中心となって行う新しいクラブ活動というところで、トップレベ

ルを目指すクラブではなくて、あくまでも部活動と同じ「きっかけ作り」を行うよう

な地域クラブ活動に移行していくというような意味合いになります。既存の色々な競

技の地域クラブというのがあるかと思いますが、そういうところにはトップアスリー

トというか全国大会とかで活躍したいなどの目標を持って取り組むようなクラブが多

いのかなと思っています。そういうクラブではなくて、あくまでも部活動と同じよう

なきっかけ作りとなるような地域クラブ活動に移っていくというような意味合いにな

りますので、既存のクラブにおまかせする場合もあるかなとは思います。ただ、あく

までもきっかけ作りをするような意味合いの活動にはなりますので、必ずしも今ある

既存のクラブに任せられるものではないのかなと考えております。 

（川田委員） 
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ということは、令和 8年以降の子どもたちっていうのはもうこれが始まっているの

で、多分部活を決めるときにもう地域クラブでいいやっていう子ももちろん出てくる

わけじゃないですか。そうすると土日だけ行ってできる。部活動ももちろんそれだけ

でいいやっていう子もいるわけじゃないですか。いわゆるその部活は部活、クラブ活

動はクラブ活動で部活は陸上やりたい、でも地域クラブは野球をやりたいっていうの

ももちろん出てくるとは思うんですね。選択できることはいいとは思うんですけれど

も、結局のところあまり変わらないような気がしちゃうんですよね。体力をつけるた

めに学校で駅伝をやってます、でも野球をやりたいからクラブチームに所属してます

というのも聞いたことあるのでそういうのと同じになってしまう気がしています。結

局、学校側が説明してくれるのかそれとも市の方に連絡した方がいいのかというのが

ちょっと決めておいていただかないと、この先もそうですし親が相談できる場所とい

うのを一つ作っておいていただけるといいかなと思います。以上です。 

（事務局） 

はい。ご意見ありがとうございます。やはり先行している他市の事例等を見ると、

川田さんからお話があった通り、実際にやってらっしゃるお子さん、それから指導者

も含めて結構こんがらがってしまってるっていう話は聞いています。 

やはり大切なのは、他市の事例等でもあるんですが、保護者向けの説明会を実際に

開催していろいろご意見を交換したり、極端な事例もいろんな例があると思うんです

が様々なニーズもあると思うので、うちの子の場合どうしたらいいですかって言えば

もう最終的にはその個別の話まで出てきちゃう話になると思うので、そういった機会

を設けて丁寧に説明する必要があるのかなと思います。 

やはり私達もいろいろ思うところあるんですけど平日の部活動については、今後令

和 8年度以降も、形上は残り続けるというところになるので、本当に子どもによって

は平日のみ部活動をして、休日は特に勉強しますという人もいれば、先ほどお話があ

った通り、別の運動をするという人もいたり、地域クラブ活動移行後も同じ競技とい

う形でやることもいるということで、そこは本当にあの選択の話になってくるので、

本当に人それぞれ様々な形がおそらく考えられるだろうというところです。そういっ

た柔軟性のあるものだよというところから話をしていくしかないのかなと思ってはい

ます。 

（藤原委員長） 
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生徒あるいは保護者がどういう選択をするかということに関しては、今年度始まる

実証あるいは来年度の実証事業でも、確認をしながら我々が想定している選択なのか

あるいは突飛な選択もあるのか把握しながら、その都度検討していくという姿勢でい

かがでしょうか？ 

それからもう一つ。保護者向け全体の説明とともに、やはり個別にも相談はきっと

あると思うので、そうした窓口をどこか委員会なり、各所でその窓口を設けるという

ことも必要になるかもしれません。 

その他ご意見いかがでしょうか？よろしいでしょうか。それでは、3番目のコーデ

ィネーターの配置について説明をお願いします。 

（事務局） 

はい。ホチキス留めの資料に戻っていただきまして、3番のコーディネーターの配

置になります。前回の検討委員会では、本来マネジメントを担う管理運営組織という

ものを、我孫子市教育委員会の方が全て担っているような形で説明の方をさせていた

だいたんですけれども、将来的な管理運営団体を外に任せるのか新たな団体に任せる

かというのは、これからになります。任せる場合を見越して市と一緒になってやって

いくコーディネーターという方をお願いをしました。コーディネーターに関しては、

今回我孫子市スポーツ協会に推薦していただきまして、この場にもお越しいただいて

いる、山本さんにコーディネーターをお願いすることになりました。コーディネータ

ーの山本さんに関しては、ここに書いてある通り、地域移行全般に関する調整であっ

たりとか助言というものを行っていただいたり、今説明した通り管理運営の一部を担

っていただくようなことになります。それから今日みたいな検討委員会などに参加し

ていただいて、助言等をいただく形になるんですけれども、全般のところに関わって

いくというようなイメージを持っていただければと思います。実際に山本さんに関し

ては、現在でもスポーツ協会理事を務めている方で我孫子市陸上競技協会の会長をや

っている方でもあります。白山中学校を中心に陸上部の顧問や教員をずっとやられて

きた方で学校のことであるとか、それからスポーツ環境のこともよく熟知をされてい

る方です。現在でも白山中学校の陸上部に部活動指導員として入っています。山本さ

んには一言御挨拶をいただければと思いますので、よろしくお願いします。 

（山本コーディネーター） 

ご紹介いただきました、山本祐一と申します。よろしくお願いいたします。プロフ
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ィールを作らせていただいたんですけども、まず何者だというふうなことよりも、こ

ういう人間だよということを理解していただければということで資料を作らせていた

だきました。私の中に一つあるものは、いろいろこういう議論をしても最終的に何を

目指すのって言ったら、やっぱり文化・スポーツをみんなで楽しもうというところな

のかなと思います。これは小中学生も含めて、我孫子市の市民が楽しんで子どもたち

と一緒にスポーツをやっていければなというふうなことが、私の中の一番のイメージ

ですので、そこに基づいていろいろなことを経験したことも含めて話をしていければ

いいかなというふうに思いますし、この部活動の地域移行が絶好の機会であるという

ふうに私は思ってますので、我孫子市のスポーツが変わる、そういうイメージでいき

たいというふうに思います。スポーツだけではなくて、中学校には文化的なものもあ

りますので、そういうものも含めてみんなが楽しめるようなものを作っていきたいと

いうふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

（事務局） 

はい。ありがとうございました。山本さんの方からもありました通り、全般のとこ

ろを協力しながらやっていくような形にはなるんですけれども、先ほど保護者からの

窓口というような話もあったかと思うので、そこも山本さんと協力しながら対応でき

たらなと考えているところです。 

コーディネーターの役割の部分に関しては、簡単に先ほど説明したところなんです

けど実証のところにも関わってくる部分になりますので、この後の説明の中でさせて

いただければと思います。 

3 番のコーディネーターの配置について以上になります。 

（藤原委員長） 

はい。ありがとうございました。ただいまのご説明について、ご意見等ありますで

しょうか？ 

今回の部活動の地域移行に関して、コーディネーターという役割は最も重要な役割

と言えると思います。そこに適任の方ではないかと個人的には考えております。 

ただ一点心配しているのは、スポーツ系ともう一つ文化系がございますので、その

関係の方のコーディネートを今後どのようになっていくかということもまた少し考え

ていきたいと考えております。 
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よろしいでしょうか？それでは議事を進めさせていただきます。4番の令和 6年度

の実証事業について説明をお願いいたします。 

（事務局） 

はい。資料の 2ページ目になります。令和 6年度の実証事業についてというところ

で、前回の検討委員会の中で実証事業の概要を説明したんですけれども、実証の項目

とかで少し不十分なところがありましたのでその点を中心に説明させていただきま

す。最終的には、実証項目とそこの内容のところに関して、ご意見をいただいた上で

こういう形で進めていきたいというところでまとめさせていただければなと考えてい

ます。 

まず（1）の実証事業について、一つ目の取り組む事項になるんですけれども、こち

らに関しては前回決定したことの再確認というような形になります。市内の部活動の

地域クラブ活動化を通した諸課題の検証というものを行った上で、次年度以降に繋げ

ていくというようなものになります。今回の実証事業に参加するクラブは、この後説

明させていただきますけれども、白山中の陸上部と卓球部に関しては、実証事業が 3

月で終わったからと言ってそこでまた顧問の先生に戻るなどというところではなく

て、あくまでもそのまま継続していくということが前提になります。 

取り組む事項の二つ目としては、今説明した管理運営体制の構築になります。こち

らに関しては、前回、市の方で全て担うと説明しましたが、今後は、コーディネータ

ーと協力しながら行っていきます。 

最後のコーディネーターの配置については、先ほど 3で説明した通りになります。 

具体的に実施する事項が（2）になります。一番左が種別というところで、上から五

つ目までが地域クラブ活動化のことに関して、その下が管理運営体制の構築の内容に

なります。まず上から一つ目の項目としては、指導者のところになります。現在学校

の顧問の先生あるいは部活動指導員が入っているところが地域のクラブ指導者に変わ

っていくというようなことになります。こちらの指導者に関しては、今年度はスポー

ツ協会を中心に推薦の方をしていただいております。 

二つ目に連絡体制の実証になります。現在、部活動指導員の方であれば顧問の先生

と個人的にやり取りをして、生徒との連絡は顧問の先生が行うというのが基本という

ことになっていると思います。それが休日の活動に関しては別の形になりますので、

生徒、保護者それから平日の顧問の先生とのやり取りを円滑にするために、ここに書

いてある管理アプリの連絡ツールというものを導入していく予定です。千葉県の方か
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ら紹介がありました、アスフィールという会社の部活マネージャーを導入していきま

す。現在、地域移行の移行期のタイミングなのでこういうアプリやツールもたくさん

出てきているような状況ではありますので、今年度はこれを使って検証をしてみます

が、これをずっと使っていくということが前提ではありません。 

続いて、三つ目に緊急体制の検証です。こちらも先ほど保険の話にもありました

が、初動対応から最終的な保険の適用の対応のところまでしっかりとしたフローを作

成し対応していく必要があるかなと考えています。フローに関しては、この場で出す

ことができないんですけれども、他の事例とかも参考にしながらしっかりとした体制

を構築していく必要があると思います。今年度検証をしてみて不足している部分に関

しては、次年度以降に繋げていく必要があるかなと思います。 

四つ目の移動方法に関しては、今年度あるかどうかというのはわからないんですけ

れども、隣接している同士の部活動が一つになって地域クラブ活動を行っていくとい

うことも十分にあり得ます。今まで学区内から来ていた子どもたちが自転車や電車な

どで行くようになったときに、どれくらいの負担がかかるかというところも検証がで

きるかと考えています。 

最後に施設管理のところになります。今回あくまでも地域クラブ活動という別の活

動にはなりますので、本来であれば自由に校舎に出入りするということは難しくなり

ます。ただし、いきなりもう校舎に入らないでくださいというのは、かなり無理な話

ではあると思いますので、白山中学校に関しては、学校長の許可も得た上で鍵の管理

をコーディネーターの山本さんにしていただくというようなことも想定しています。

それから、卓球などに関しては、現状は校舎の一番上を使って練習をしているような

状況で、どうしても入って練習をせざるを得ないというようなこともあります。ま

た、熱中症などの場合に関して、例えば冷房の効いた保健室の使用をするなどという

ことも出てくるかなと当面の間は考えています。今年度は校舎を使う上で、生徒など

の導線や今セコムの機械警備がかかってしまっているので、一部にシャッターをつけ

る、機械警備の範囲を変えるとかそういうところの確認をして、来年度以降対応する

必要があるのかなと考えています。 

続いて、管理運営体制の構築になります。一つ目は、コーディネーターの導入とい

うことでコーディネーターの山本さんに入っていただいて、一緒に将来的な管理組織

の構築を考えながら担っていくような形になります。 
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二つ目に、会員管理のところで今までは学校で全て部員の管理をしていたところ

を、今回は管理運営団体が担うことになりますので、こちらも先ほど説明した連絡ツ

ール（管理アプリ）の中で対応していきたいなと考えています。アプリでは、各クラ

ブの活動内容などを管理できるようになっており、グループを作成してやり取りする

こともできますが、生徒と指導者一対一でのやり取りは一切できないような仕様にな

っています。2人のグループは作れず、必ず 3人以上でしかできない仕組みになって

います。今回の検証事業に関しては、例えば指導者間だけのグループであるとか、卓

球であれば男子卓球、女子卓球というような括りができてくるかなと思うんですけれ

ども、そこには必ずコーディネーターであるとか、管理運営団体、今回で言えば市の

方が入ってやり取りをいつでも確認できるような体制にしたいと思っています。 

三つ目に、会場の調整になります。こちらに関して基本的には、今まで部活動で使

っていたところをそのまま使うというのが前提にはなるんですけれども、例えば他の

部活動で練習試合をやるからこの日はここを空けてほしいなど、今までは顧問の先生

と部活動指導員の方でやり取りをしていたところを調整しないといけないという状況

もあるかなと思います。この連絡ツールの中には、顧問の先生にも入っていただきた

いというのはありますので、そういうものを活用して調整するなど、あとはコーディ

ネーターの方が間に入ってもらって、練習場所の調整をするというのも考えていま

す。 

次に活動用品の調達というところで、これは競技によって必要なものも全然変わっ

てくるので、どこまで参考になるかというのはありますが、基本的に必要な消耗品で

あったりとかそれが 1クラブ当たりどれくらいの費用がかかるか、どういうものが必

要かというのを実際に検証していきたいと思います。 

次に指導者研修会になります。前回の検討委員会の中でも説明した通り、新たに指

導者になっていただく方については、簡単な研修なども必要になってくるかなという

ところで、毎年文化・スポーツ課の方でも指導者養成講習会ということで開催をして

いるんですけれども、そのうちの 2日目を使って、部活動地域移行に特化したような

カリキュラムを組めないかということで、検討をしていまして具体的には、マネジメ

ントであったり学校現場で経験がある方に講師となっていただいて、生徒の接し方な

どそういう講義にしても良いかと考えていますので、今後調整していきたいなと思い

ます。 

最後に事故対応のところに関しては、地域クラブ活動化の緊急体制のところで説明
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した内容と同じになります。 

これらの検証項目に関しては、保護者それから地域指導者の先生にアンケート調査

やヒアリングなどを行って、実際に検証していく必要があるかと考えております。 

続いて（3）3ページ目になります。対象部活動につきまして、今回白山中学校の陸

上競技部、男子卓球部、女子卓球部を実際に地域クラブ活動に移行するというような

形になっています。こちらに関しては、既に学校それから顧問の先生、部活動指導員

と話した上で決まっているような形です。今の状況は、陸上競技部で見ますと部活動

指導員は今回のコーディネーターの山本さんであるんですけれども、1名が指導に当

たっているような形です。部員は現在 30名程度なんですけれども、9月以降の 1、2

年生でいうと 17名ぐらいになる予定です。 

次に男子卓球部に関しては、部活動指導員が 1名入っている状況で顧問の先生もほと

んど毎週出ているというような話を聞いています。9月以降の部員は 15名です。 

それから女子卓球部に関しては、部活動指導員 1名で、同じく顧問の先生も出ている

状況です。それからボランティアの方も出ているという話は聞いています。部員は 9

月以降 23名程度になると想定をしています。 

クラブの選定理由に関しては、こちらにも記載の通り、既に部活動指導員が入って

いて、単独でも指導ができているというような状況があります。実際に部活動指導員

の方に話を伺ったところ、これが地域クラブ活動化したときにはなかなか 1人で全て

を見るのは難しいということで、3名程度はいないと回らないということもあり、実

際にスポーツ協会には今の部活動指導員と合わせて各クラブ 3名程度で活動ができる

ように、不足している人数分の推薦をしていただいたところです。 

その中で、二つ目の丸ポチのところになりますが、指導者確保の見込みがあるとい

うことで、実際に本日スポーツ協会から卓球で 4名、陸上で 3名の指導者を推薦頂き

ました。事前に皆様にお配りした資料の中では、湖北中学校の野球部も地域移行を検

討していきたいというところで載せていたんですけれども、こちらに関しては、市内

中学校の野球環境ですとか受け入れ先として想定していたクラブとの調整、学校との

調整がもう少し必要かなというところで、今年度は見送ろうかなというふうに考えて

います。ただ野球に関しては、もう既に部活動の地域移行を見越したクラブが今活動

し始めているような状況で、市内の 5校の野球部の顧問の先生と大会の出場のあり方

や受け入れ体制とかそういうことをしっかりと検討した上で、一斉にスタートしてい
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くことがいいのではないかという意見もあります。対象部活動に関しては以上になり

ます。 

続いて（4）の運営体制になります。こちらの表は、前回の検討委員会でも示したも

のとほとんど内容は同じものになっていますが、あくまでも実証事業に関することと

して考えていただければと思います。真ん中に記載しているのが管理運営団体で、我

孫子市教育委員会と我孫子市スポーツ協会からご推薦をいただいたコーディネーター

が一緒になって、地域クラブ活動のマネジメントをしていくような想定をしていま

す。そこが中心となって、スポーツ協会や将来的には文化連盟とも協力しながら指導

者の確保に努めていきます。それから学校の方ともしっかりと連携をしていくという

ようなことでこの表に記載の方させていただきます。左上の監視機能のところに関し

ては、今ちょっと括弧書きで記載の方しているんですけれども、この管理運営マネジ

メント団体が適切な活動をされているか、適切な運営体制を構築できているかという

ものを監視する機能が必要かなというところで、ここもどういう形のものがあるかと

いうところを今年度、実証と並行して考える必要があるか考えていきます。運営体制

のところに関しては以上です。 

続いて最後、4ページ目になります。対象部活を説明したところであるんですけれ

ども、その対象部活動の指導体制の話になります。今回は部活ではなくなりますの

で、仮称ということで白山陸上クラブと白山卓球クラブとさせてもらっています。地

域指導者に関しては、先ほど説明した通り 3名体制というような形で運営をしていき

ます。現在の部活動指導員である山本さんも引き続きやっていただけることに加え、

陸上競技協会から推薦をいただいた方を合わせてやっていくような形になります。 

卓球に関しては、これまで部活動では女子卓球部と男子卓球部という形で分かれてい

ました。それが今白山卓球クラブというような形で、一つにしていて合計で指導者が

6名となっています。これは男子女子それぞれ 3名ずつで合わせて 6名となってい

て、こちらも現在の部活動指導員 2名、それから卓球連盟からの推薦で 4名というこ

とになっています。ただ練習に関しては、どうしても人数や卓球台の関係もあります

ので、これまでと同じく男女で別になってくるかと思いますが、今後新たな指導者の

方、それから顧問の先生、現在の部活動指導員の方としっかりと話をした上で行って

いくことが必要になってくるかなと思います。 

実際に指導者の推薦をいただきましたので、今後、顧問の先生と部活動指導員それ

から新たな指導者を交えて意見交換をしていくという場を設ける予定です。指導者に
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関しては、やはり窓口になる指導者も必要になるかなと思いますので、その場でメイ

ンとなる指導者を決めるというところと、あとは補佐をする指導者という形で考えて

おります。 

最後に（6）今後のスケジュールになります。保護者向けのリーフレットの配布に関

しては、7月 8日月曜日から配布できればなということで今準備を進めています。7月

中旬に陸上、卓球の指導者決定となっていますが、まだ書面はいただいてないんです

けども、本日電話でスポーツ協会から人数が決まりましたということで連絡をいただ

いています。7月 17 日の水曜日に、実際に白山中の陸上部と卓球部の保護者向けに説

明会の方を行って、今年度の実証事業のところとそもそも地域移行というのはこうい

うものですということも説明をさせていただく予定です。8月 11 日前後には、一度会

員登録をしていただきたいと思っています。それを基に保険の手続きなどを行ってい

く予定です。8月 23 日頃に、活動を開始していく日時や活動時間などの連絡をした上

で、9月 7日が 1週目になりますので、そこから活動開始というような想定をしてい

るところであります。 

（4）の令和 6年度実証事業の説明について以上になります。 

（藤原委員長） 

はい。ありがとうございました。 

最初に岡島委員から質問がございました、（2）の実証する事項について再度質問が

ございましたらお願いいたします。今の説明でよろしいですかね。 

それでは、委員の皆様からただいまの説明について、ご意見等ありますでしょう

か？ 

（中村委員） 

卓球に関する実証事業の指導者をやるスポーツ協会から推薦している 4名っていう

のは、全部私のクラブの指導をしてる人たちを今出してる状態で、卓球連盟で所属す

る加盟団体に募ったところ希望者がないんですね。それから卓球連盟の役員さんたち

にも募ったところ希望者はなかった。したがって、卓球連盟に所属している白山ジュ

ニアから、この人いかがですかと出してる人がそのままスポーツ協会に来ています

が、いろんな要望が出てきてるのでここで紹介させていただいていいですか？ 

まず一つは、日常の平日活動を一生懸命見てる先生たちがいる中で、土曜日だけ 1日
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指導したからといって、その子たちを連れて試合に行って全てのマネジメントを含め

て子どもの指導をやるのはどうなのかという意見です。 

それからもう一つは、保護者の立場から見たときに、今学校の部活を安心して保護

者が任せているというのは、学校は教育活動の一環ということで、先生がしっかり見

てくれているから、安心して部活に出しているのに、卓球の技術指導ができるからと

いって、指導員として入って休日に、極端な話いじめがあったとか、子どもが泣いて

どっか行ったとか、それから怪我をしたとか、保健室が空いてなかったらどうするか

とかいろんなことをやるというのは、なかなかちょっと外部から来た指導員としては

難しいんじゃないかと思います。顧問の先生が待機してるなり、当直してるなりサポ

ートするという前提であればいいですが、全くそういう人がいない中で行うのは難し

いので、教頭や校長先生がいてくれれば、または、他の部活動の当直の人がいてくれ

てるという体制が実証事業の間で取れるのであれば、指導はできると言ってる人もい

ます。実証事業なので、そういうことがどうできるかを試していくのが今回の実証な

ので、保護者の人も心配しないように、尚且つ指導者の人も安心して指導ができるよ

うな指導体制になれば良いと思います。来年の 4月以降にいろんな学校で指導員に入

ってもらうときに、こうだから大丈夫ですとか、このようにやってくださいというの

はなかなか言えないんじゃないかと思うので、実証事業のいろんな実験として当直制

を引いてもらうとか、管理職については待機してもらうとか、また顧問の先生につい

ては立会いをしたいといえばしていただいて、どんな指導を外部指導しているかをつ

ぶさに見たいとか、そういう顧問の先生の希望をちゃんと取り入れた形で、実証事業

ができるかどうかもちょっと見ていきたいですね。 

来年以降指導者をお願いしたときに、もっともっといろんなことが出てくると思う

んですけども、とりあえず今出てることだけでも、実証事業をやるからにはちょっと

その辺を配慮して、保護者から見た不安、それから指導者から見た不安、子どもたち

から見た不安をなくしてあげる手段を出しながら、やっていくべきではないかと私は

思っていまして、その辺を今後決めていかなければならないので、ここでは方向性だ

け決めていただいて、どこの中学校で何をやるかとか、具体的なその顧問の先生との

関わり方とか、特に学校長との関わり方というのはしっかりと検証しながら、また実

験しながらやっていければと思います。私も実証事業をやる指導者で年が一番上なの

で、その 6人をどうまとめていくかという話もあるので、あと先生方は平日一生懸命

教えてくれている中で、土曜日はいなくていいみたいな話はちょっとしづらいし、し

てはならないし、そういう人が試合に立ち会ってくれなかったら、子どもたちも困る
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と思うので、子どもたちから見た適切な指導ができるのかというのも、地域移行した

おかげで子どもたちがめちゃくちゃになったらちょっとかわいそうだなとそんなこと

もいろいろ考えてるんで、この場でお願いしたいのは、実証事業の中身についてはま

だ決めてないことがたくさんあるけども、とりあえずそういう指導に入る人たちの要

望もあるということをちょっと受け止めていただいて、一応そこは柔軟性を持って実

証事業をしていただきたい。委員としてのお願いです。 

（事務局） 

はい。ありがとうございます。先日、教育長、白山中の学校長、それから顧問と教

頭を含めまして文化・スポーツ課と指導課とも話をいたしました。その中では、いき

なり実証事業だからといって学校が知りませんよという話ではなく、あくまでもそこ

は信頼関係を築く過程の中に於いて、学校も教育委員会も指導者もそれから子どもた

ちも合わせて模索していくというところがとても大事だという認識です。そのため、

顧問の先生も、しばらくの間は一緒に活動するということを前提にやっていくという

ことで、お話をしたところです。もちろん教員の兼業もある意味、実証の対象になる

のかもしれませんが、先生の働き方改革にも関わることなので、どういった形にして

いくのかというのはありますけれども、いきなり手を離してしまうとかということは

なくて、一緒に地域移行の良い形を模索するということでやっていくということでは

了解を取れているところです。 

（鈴木副委員長） 

5 番のところで、今までのを受けて話をしようと思ったんですけど、学校の立場、

教員として校長としてということで、まずこのパンフレットを配るときに、学校職員

がわかってないことに気がつきました。これを保護者に配布する前に、学校で周知す

る時間を取らなければならない、その前に校長が理解しなければいけなくて、それを

説明するので、私もここに出てわかったことがやっぱりあるのでこれを伝達しなけれ

ばいけないなと思います。それで職員に周知した後に配布しないと質問は絶対学校に

来るので、そのときに学校職員は全然知らないと言ったときに、そこで信頼関係もあ

るし学校を場としてこれを進めるじゃないですかと言ったときに、いい加減な答えに

なってしまうのでそこをどう早急にやろうかなと。配布の時期をちょっと調整させて

もらおうかなというところは考えたところです。簡単に言うと、職員に説明する時

に、柏市がやってるようなものを参考にしてやってくよってことだとよく伝わると思

うんですね。そういう説明の仕方をしてもいいのか。地域クラブということ、そして
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運営団体を新たに作るなど柏市のケースとか似てるので、そこを参考にしながらやっ

ていますよって言うとイメージしやすいと職員も思います。 

次に 1年生から 3年生が今いるんですけど、おそらく 2、3年生はこれに直接あまり

関わりがない子が多い、そして今度入ってくる今の小学 6年生は必ず関わってくる。 

問題は今の 1年生ですね。1年生が 3年生になった 8年度に、ここで地域クラブに移

行するんですけど、8年度 4月頭から移行すると関わってくる。でも新チームからと

いうことになると、今の 1年生はあまり関係なくなってくる。この辺聞かれると思う

んですね。だからここはわからないよっていうふうに言った方がいいのか、おそらく

新人戦は 9月以降から本格的になるのかというところですね。 

3 点目が、全く外部のクラブっていうのがありますよね。例えば、野球であればシ

ニアとかボーイズとかサッカーで言えばクラブで、これもクラブと言ってるので、

我々はなんて呼んだらいいのかを共通しないと、混乱することもたくさんあるので、

これを外部クラブというか、その言い方を統一した方がいいかなと思いました。 

そして柏の事例を見ると、この地域クラブが生まれた後に、保護者クラブというの

が生まれて、もっと練習したいというところで保護者が勝手に作ってそこに教員だっ

たり、その地域の人が入ったりしてるんですね。それが全く外部クラブと同じよう

に、外でグランドを借りたり体育館を借りたり場所を借りたりすればいいんですが、

私が学校でやったりしてる例もあって、その辺がやはりいろんな柏市の先行事例を見

ると、課題であったり、現象がたくさん出てきているので、その辺を先に取り組んで

新たな課題が生まれているので、その辺を学びながら先に先にクリアするようにして

いく必要があるのかなということを思いました。だから先ほど資料の 4ページの白山

陸上クラブ・白山卓球クラブというときに、中村さんがやってらっしゃるのは白山ジ

ュニアクラブですよね。 

（中村委員） 

白山ジュニアクラブです。 

（鈴木副委員長） 

名前がいろんな感じなので、実証事業の間は、名前に地域を残しておくとか、白山

中卓球地域クラブなど、なんか今やってることがはっきりわかってだんだんいろんな

人が区別つくようになっていくまでの間は、文言の統一とかそういうのをしていく



22 

 

と、混乱しないのかなと感じました。 

以上です。 

（中村委員） 

すいません。もう一つ言いたいのは、先ほど副委員長がおっしゃってくれた先生が

どのぐらいこういうことに関して今知らされているのかというのがあって、そもそも

地域移行のことをわかっていないことがほとんどなんですね。なんでそんなことやん

なきゃいけないのというところが、なおかつ教員の働き方改革と言っても、部活動が

本当に負荷になって過重労働になってるのかっというと、必ずしもそうじゃないみた

いなこともいっぱい出てくるんですね。ある意味で、教育委員会が余計なことをたく

さん要求するとか、保護者の人がたくさんクレームをつけるからとかいろんなことが

あって、部活動が締め付けているのかどうかというのはちょっとよくわかんないんで

すけども、とりあえず実証事業をやるにあたっては、該当してる顧問の先生が何を望

んでるかということについてはしっかりと聞いて上でやりたいと思ってます。大変な

ので助かるとおっしゃっていただけるんだったら、指導に入ってよかったなと思いま

すし、自分が指導しているのに他の人が来て厄介なことになったということであれば

それは考えればいいですよね。部活動の地域移行によって、顧問の先生たちが幸せに

ならなきゃいけないと思うんですよね。試合なんかでやっぱり僕のクラブのメンバー

は、中学生もいるし小学生もいるので顧問の先生と話す機会あるんですね。そういっ

たときに、このことを話題にしても理解してないので、実証事業をやる学校だけはち

ゃんと顧問の先生にしっかりとその辺理解してもらった上でやらないとまずいかなと

いうふうに思ってます。先生に対する説明をしていただけるというんで、それをちょ

っとお願いしたいなと今回思ってたんですけど、よろしくお願いします。 

（藤原委員長） 

今中村委員がおっしゃった顧問の先生へのコンセンサスを得るっていうことに関し

て、事務局としての手応えはどう受け止めているんでしょうか？ 

 

（事務局） 

実証事業に関しましては、今回お話をしていますし、卓球はスポーツ協会から推薦

された指導者の方が決定しましたということであれば、それはまた学校側と三者でま
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た打ち合わせをしていくようになりますので、そこは緊密な連携がとれるかと思いま

す。ただ鈴木副委員長からもあった通り、全ての学校現場に対して自分たちがどこま

でアクセスできてるのかというとそこまで今取れてないのは実際のところです。意識

の差であったりとかそもそもで言えば地域移行というものに対してどの程度を進めて

いくのかというのは、例えば柏の事例だとか近辺の事例はおそらく耳に入ってくると

ころはありますし、このようにして進んでいくんだなとかこれは大変だなということ

を思ってらっしゃるかもしれませんけど、実際に我孫子市においては、今はこのよう

な状況で、令和 8年にはこうなるんだというところのスケジュール感まで理解してる

かというとそうじゃないかもしれないので、今後話をもう少し詳細に詰めていかなけ

ればいけないというところはあります。実際、今回市の東部の方の野球の関係で既に

活動している団体と学校をマッチングさせて進めようかというところで話を進めてい

たんですが、最終的にはその細かいところをまだまだ積み上げていかなければ学校

長、それから顧問、それから地域のクラブの指導者の間の意識の差がまだまだあると

いうところで、そこはやっぱり丁寧に進めなければ、先ほどお話があった通り、もう

辞めちゃうとかそれから入りたくないという人が出てくるんだとすると、それは子ど

もにとっても不幸なことになるので、そこは丁寧に調整しなければいけないなと思っ

ています。 

（藤原委員長） 

はい。ありがとうございました。いずれにいたしましても今年度スタートする実証

事業に関しては、ある程度のコンセンサスを取れているということですので、今後に

ついては、今年度の実証を振り返りながら評価しながら来年度以降またどのように対

応をすればいいか検討していくことになっていくと思います。 

他にありますでしょうか？ 

（吉川委員） 

資料の作成やリーフレットの作成ありがとうございました。私自身はこの説明で、

ある程度実証事業の取り組みを理解できましたが、先ほど鈴木副委員長からもありま

したけれども、ぜひこのリーフレットや資料を活用して地域の方や保護者や生徒、学

校も含めて、多くの方にこの部活動休日の地域移行について説明することで、教育長

さんの前回の挨拶でもありました、地域全体で関わりながら生徒を育てる、そのため

の一つの取り組みとして休日の地域でのクラブ化があるんだということをぜひ周知、
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広めていただいて、地域の方々や競技団体の方、いろんな協会の方の理解が深まるこ

とで、指導なり、手助けなり何かお手伝いをしようかなど、何らかの形で関わってい

こうという機運が高まればと考えています。 

それで一つ教えていただきたいんですが、今年度は白山中一つの中学校単位として

地域クラブ化をしていくということですが、今後拡大していく先の見通しとして、地

域クラブを立ち上げるに際し、どんな方向性があるのかをよろしければ教えていただ

きたいと思います。 

（藤原委員長） 

事務局いかがでしょうか？ 

（事務局） 

はい。今後の見通しに関しては、まず今年度は先ほど説明させていただいた通り、

白山の陸上と卓球を移行するというような形になるんですけれども、来年度に関して

は、今年度の 2部活と管理運営体制というものを検討した上で、来年度は全校で 1部

活以上をやりたいと考えています。そのためには、今回準備とか期間が少し短かった

というところはありますので、先ほど鈴木副委員長の方からもあった通り学校長とそ

れから先生方にも説明をしっかりとした上で、今年度の経験を生かしてやっていくと

いうような形になると思います。令和 8年度に関しては、全部活動の地域移行という

ものを目標にして、管理運営のマネジメントのところも含めてやっていくような形に

はなると思います。 

補足いたします。あと来年度に関しましては、今年度ちょっと着手ができなかった文

化系の部活動についても近隣事例等を十分検証して、来年度はできるだけ実証に取り

組みたいなとそういう方向で動きたいなというところで今考えてるところです。 

（藤原委員長） 

よろしゅうございますか？ 

 

（川田委員） 

すいません。保護者にしてみれば確かに学校側の先生方がしっかりわかっていただ

けてないと不安です。やっぱりどうしても頼ってしまうのが学校になります。ただ、



25 

 

いわゆる今部活をやってる中で、これが進んでいったときに、どれだけの先生が指導

員、もしくは顧問として受け持ってくれるのか。それこそ柏を目標にするのはいいと

思うんですけれども、鈴木先生が言っていただいてた 200 何十人いるうちの、柏は

100 数十人が先生だとすると正直僕はやる意味がないと思ってるんです。結局、教員

の過剰な負担を軽減するためにやってるのに、我孫子市も例えば 200 人集まりまし

た、150 人が先生でしただと僕はもうこれやってる意味がないと思うので、学校側の

先生はもちろんこれをしっかり覚えていただきたいんですけれども、やっぱり先生の

なんていうか気持ちというか、いやどうしても部活やりたいんだよという先生が言っ

てくれればもう保護者としてはもう安心です。ただ、やっぱり悩んでしまってる先生

が無理してやっていただくというのは正直僕は反対です。自分の専門じゃないけれど

も、子どもたちに一生懸命接してくれてるという先生は大好きですけれども、専門じ

ゃなくて不安があってという先生は、正直無理してやっていただかなくていいと僕は

思ってますので、その辺をですねやっぱり教育委員会からでもそうですし校長からで

もそうですし、この話を進めていく上でこれはしっかり覚えましょうねというので地

域移行していってくれないと、教員の過剰な負担というのはそのまま残っちゃっても

だめなので、その辺だけはうまく学校側と教育委員会が進めていっていただければ安

心感というのはあります。以上です。 

（中村委員） 

今のお話に関連してなんですけども、指導員を来年以降ある程度確保してかなきゃ

いけないという立場の人から言わしていただくと、ある意味で学校の先生が今どれほ

ど過剰労働になっているのか、それはいろんな仕事があると思うので、我孫子市がも

しも部活動のおかげで、中学校の先生たちが非常に過剰な労働を強いられて大変な状

況で、それを緊急に対応しなきゃいけないという事態があるのであれば、その辺を何

とかしようと思いますけれども、どちらかというと専門じゃないものを押し付けられ

て精神的にちょっと辛いので、技術指導してくれる人が来ればだいぶ気持ちも軽くな

るし精神的にも楽になるし教員の仕事にも専念できるなど、要は我孫子市の場合はど

うなんでしょうか？ 

僕はどっちかというと時間だけの問題じゃなくて、専門じゃないことを教えなきゃい

けないということで、精神的な不安だとか先生がかなりきつい思いをしてるんであれ

ば、外部指導員が入ることによってそれがだいぶ緩和されていくということであれば

ぜひそれを進めていきたいと思いますし、熱心に今教えて指導されてる先生が、でき
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れば外部指導員にならないで欲しいみたいなことがちょっとあったんですけど、僕は

どっちかというと、過剰労働ということがないんであればぜひそういう道をみんなが

取っていただいて、あちこちにもっとクラブの指導員が出現すれば、もう少し指導体

制をしっかり取れるかなと思うんですね。だから頭から教員がクラブ活動を見るよう

になったら、何もメリットがないじゃないかということに関しては、我孫子市として

はどうなのか。それをわきまえた上で提供していただきたいと思うんですね。先生方

のモチベーションだとか何かを考えると、我孫子市の場合は、どうしてもやりたいと

いう人たちについては、大歓迎ですよというスタンスを私は取りたいと思っているん

ですけども、できればそうじゃない方が望ましいからスポーツ協会がしっかりやって

と言われてるような気がするので、その辺の実態はどうなのかというのも今度教育委

員会として調べていただいて、我孫子市の教員の状態を知りたいんですよね。 

本当に緊急であればもっと外部から入れてかなきゃいけないし、ちょっとそれも相談

させてください。よろしくお願いします。 

（丸教育長） 

私は、部活動地域移行のときに教員の働き方改革というのを、第一義的な理由には

したくなかったです。しかし、教員の過剰な労働というのは文句なしにあるというの

が現状です。特に中学校に関しては、この 3年間くらい教員の働き方改革が新聞等で

報道されてますけれども、未だに 80 時間以上の残業や 45時間と言ってもそれを超え

るような教員が半分以上ということです。私が先ほど外部指導員、兼業兼職に関して

はあんまり望ましいことじゃないと言ったのは、そういった状況を考えてです。中学

校の教員、私も同じように部活動をやっていました。ただ、教員は部活動をするため

に採用されてるんじゃないです。教科を指導するために採用しています。それを考え

たときには、今まで教員がここまでやっていたのかということをやっぱり皆さんにも

理解してほしいし、こんな大変な仕事してたんだということをしっかり理解してほし

いです。ただ、教員の中には部活動をやりたい教員もいます。それに関しては兼職兼

業を認めましょう。ただ、もしそれで過重労働になって亡くなってしまったりした

ら、それは誰が責任取るのか。もちろん、これは教育委員会が兼職兼業について認め

なきゃならないです。これだけ学校現場で過重労働をしている人をこちら側でも OKし

ますよというときに、私はなかなか承認できないかなと思ってます。 

私が小学校、中学校とやってきた頃は学校と保護者と地域が結構連携していろいろ

とやってくれました。しかし、今はなかなか保護者の方も共働きであるとか、いろん
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な面で協力も少なくなってきたのは確かです。やはり今の実情を考えて、私は思い切

ったこともすべきだと文科省には言ってます。今の状況で本当に働き方改革ができる

のか、そういうのを追求しています。他の教員もみんな同じです。今の学校現場の教

員が本当にいい状況なのかどうかというのをしっかり見てもらうんですけど、そうい

うところをしっかり出していきたいなと思ってます。 

だから本当に皆様方の力添えを受けながら、どうにか子どもたちにはやりたいという

ものをやってほしい、そのために一緒に考えていただきたいなというふうに思ってま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（藤原委員長） 

 はい。ありがとうございました。予定していた時刻を過ぎておりますが、今の議題

に関して他にご意見ありますでしょうか？ 

それでは（5）のその他でございます。事務局から何かございますか？ 

（事務局） 

事務局から、今回はその他の議題はありません。ご協議いただきありがとうござい

ました。 

（藤原委員長） 

本日は傍聴をされてる方がいらっしゃいます。傍聴をされている方から発言をした

い方がいらっしゃれば、1人 3分以内でお願いいたします。 

（傍聴人） 

はい。ちょっと一点だけなんですけれども、今回は野球がなくなってしまったとい

う状況を聞きまして、他のところがまだ入れる余地があるのかみたいなことをちょっ

と思っておりまして、なかなか厳しいというところもあるのかなと思いますが検討で

きるんだったら、まだそういうのを考えたいなというふうには思っておりますのでお

願いします。 

 

（藤原委員長） 

はい。ありがとうございました。本日の議題は以上でございます。最後に事務局よ
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り何か連絡等ありますでしょうか？ 

（事務局） 

はい。今後の検討委員会日程についてお伝えします。 

次回、第 6回令和 6年 11 月 5 日火曜日の 17 時、第 7回令和 7年 3 月 11 日火曜日の

17 時で予定しています。 

お忙しい中恐れ入りますが、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

（藤原委員長） 

はい。ありがとうございます。次回は 11月 5 日ということですので、実証事業が始

まったその報告もいただけるというふうに考えております。最後にすみません、今日

用意していただいてる用語集というのは、これはこの場だけで作られたものですか？ 

（事務局） 

今回、説明の中でもちょっと紹介をさせていただいたんですけれども、これに関し

ては、リーフレットを配布したタイミングで保護者の方も見たときに、いろんな言葉

について疑問が湧くだろうなと考えています。そこで、リーフレットなど公開するタ

イミングと同じくらいに、この用語集も広く皆さんに見ていただければいいのかなと

考えていて、こちらに関しては随時更新をしていきたいというふうに考えています。 

委員の皆さんの中からも、この言葉の解説を入れた方がいいんじゃないかというよう

なご意見があれば、すぐに更新をして皆様にも公開していこうかなと思います。 

（事務局） 

最後に山本祐一さんのプロフィール資料はお帰りの際にその場に置いてください。

すみません以上です。 

（藤原委員長） 

本日はお忙しい中ご出席いただき、ありがとうございました。次回もよろしくお願

いいたします。 


